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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザに対応するお勧めの訪問スポットを推奨訪問スポットとして提示可能な情報処理
装置であって、
　前記ユーザにより登録された画像である当該画像の撮影日時および撮影場所が記録され
た画像データを記憶する画像記憶手段と、
　ユーザに対して推奨訪問スポットとして提示するための訪問先情報を記憶する訪問先情
報記憶手段と、
　前記ユーザから推奨訪問先情報を提示する地域の指定を受付ける地域受付手段と、
　前記地域受付手段により指定された地域に対応する画像データに記録された撮影日時お
よび撮影場所を取得する撮影状況取得手段と、
　前記撮影状況取得手段により取得した前記画像に記録された撮影場所を訪問済みのスポ
ットとし、前記訪問先情報記憶手段に記憶された訪問先情報のうち未訪問である訪問先情
報を特定する未訪問スポット特定手段と、
　前記未訪問スポット特定手段により未訪問であると特定された訪問スポットを、推奨訪
問スポットとして提示する第１の提示手段を有し、
　前記推奨訪問先情報は、前記訪問スポットの推奨訪問時期に関する季節情報が含まれる
ものであって、
　前記未訪問スポット特定手段により訪問済みであるとされた訪問スポットであっても、
前記画像データに記録された撮影日時が前記推奨訪問先情報に含まれる季節に該当しない
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場合には、推奨訪問スポットとして提示する第２の提示手段を有することを特徴とする情
報処理装置。
【請求項２】
　ユーザに対応するお勧めの訪問スポットを推奨訪問スポットとして提示可能な情報処理
装置であって、
　前記ユーザにより登録された画像である当該画像の撮影日時および撮影場所が記録され
た画像データを記憶する画像記憶手段と、
　ユーザに対して推奨訪問スポットとして提示するための訪問先情報を記憶する訪問先情
報記憶手段と、
　前記ユーザから推奨訪問先情報を提示する地域の指定を受付ける地域受付手段と、
　前記地域受付手段により指定された地域に対応する画像データに記録された撮影日時お
よび撮影場所を取得する撮影状況取得手段と、
　前記撮影状況取得手段により取得した前記画像に記録された撮影場所を訪問済みのスポ
ットとし、前記訪問先情報記憶手段に記憶された訪問先情報のうち未訪問である訪問先情
報を特定する未訪問スポット特定手段と、
　前記未訪問スポット特定手段により未訪問であると特定された訪問スポットを、推奨訪
問スポットとして提示する第１の提示手段を有し、
　前記推奨訪問先情報は、前記訪問スポットの推奨訪問時期に関する基準となる日時が含
まれるものであって、
　前記画像データに記録された撮影日時が前記推奨訪問時期に関する基準となる日時より
も前である場合には、推奨訪問スポットとして提示する第２の提示手段を有することを特
徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　前記未訪問スポット特定手段により訪問済みでないとされた訪問スポットであっても、
当該訪問スポットが前記訪問先情報に推奨できないスポットとして記憶されている場合は
、
推奨訪問スポットとして提示しない第３の提示手段を更に有することを特徴とする請求項
１または２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　ユーザに対応するお勧めの訪問スポットを推奨訪問スポットとして提示可能で、前記ユ
ーザにより登録された画像である当該画像の撮影日時および撮影場所が記録された画像デ
ータを記憶する画像記憶手段およびユーザに対して推奨訪問スポットとして提示するため
の訪問先情報を記憶する訪問先情報記憶手段を有する情報処理装置の制御方法であって、
　前記ユーザから推奨訪問先情報を提示する地域の指定を受付ける地域受付ステップと、
　前記地域受付ステップにより指定された地域に対応する画像データに記録された撮影日
時および撮影場所を取得する撮影状況取得ステップと、
　前記撮影状況取得ステップにより取得した前記画像に記録された撮影場所を訪問済みの
スポットとし、前記訪問先情報記憶手段に記憶された訪問先情報のうち未訪問である訪問
先情報を特定する未訪問スポット特定ステップと、
　前記未訪問スポット特定ステップにより未訪問であると特定された訪問スポットを、推
奨訪問スポットとして提示する第１の提示ステップを有し、
　前記推奨訪問先情報は、前記訪問スポットの推奨訪問時期に関する季節情報が含まれる
ものであって、
　前記未訪問スポット特定ステップにより訪問済みであるとされた訪問スポットであって
も、前記画像データに記録された撮影日時が前記推奨訪問先情報に含まれる季節に該当し
ない場合には、推奨訪問スポットとして提示する第２の提示ステップを有することを特徴
とする情報処理装置の制御方法。
【請求項５】
　ユーザに対応するお勧めの訪問スポットを推奨訪問スポットとして提示可能で、前記ユ
ーザにより登録された画像である当該画像の撮影日時および撮影場所が記録された画像デ
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ータを記憶する画像記憶手段およびユーザに対して推奨訪問スポットとして提示するため
の訪問先情報を記憶する訪問先情報記憶手段を有する情報処理装置の制御方法であって、
　前記ユーザから推奨訪問先情報を提示する地域の指定を受付ける地域受付ステップと、
　前記地域受付ステップにより指定された地域に対応する画像データに記録された撮影日
時および撮影場所を取得する撮影状況取得ステップと、
　前記撮影状況取得ステップにより取得した前記画像に記録された撮影場所を訪問済みの
スポットとし、前記訪問先情報記憶手段に記憶された訪問先情報のうち未訪問である訪問
先情報を特定する未訪問スポット特定ステップと、
　前記未訪問スポット特定ステップにより未訪問であると特定された訪問スポットを、推
奨訪問スポットとして提示する第１の提示ステップを有し、
　前記推奨訪問先情報は、前記訪問スポットの推奨訪問時期に関する基準となる日時が含
まれるものであって、
　前記画像データに記録された撮影日時が前記推奨訪問時期に関する基準となる日時より
も前である場合には、推奨訪問スポットとして提示する第２の提示ステップを有すること
を特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項６】
　ユーザに対応するお勧めの訪問スポットを推奨訪問スポットとして提示可能で、前記ユ
ーザにより登録された画像である当該画像の撮影日時および撮影場所が記録された画像デ
ータを記憶する画像記憶手段およびユーザに対して推奨訪問スポットとして提示するため
の訪問先情報を記憶する訪問先情報記憶手段を有する情報処理装置で読み取り可能なプロ
グラムであって、
　前記情報処理装置を、
　前記ユーザから推奨訪問先情報を提示する地域の指定を受付ける地域受付手段と、
　前記地域受付手段により指定された地域に対応する画像データに記録された撮影日時お
よび撮影場所を取得する撮影状況取得手段と、
　前記撮影状況取得手段により取得した前記画像に記録された撮影場所を訪問済みのスポ
ットとし、前記訪問先情報記憶手段に記憶された訪問先情報のうち未訪問である訪問先情
報を特定する未訪問スポット特定手段と、
　前記未訪問スポット特定手段により未訪問であると特定された訪問スポットを、推奨訪
問スポットとして提示する第１の提示手段を有し、
　前記推奨訪問先情報は、前記訪問スポットの推奨訪問時期に関する季節情報が含まれる
ものであって、
　前記未訪問スポット特定手段により訪問済みであるとされた訪問スポットであっても、
前記画像データに記録された撮影日時が前記推奨訪問先情報に含まれる季節に該当しない
場合には、推奨訪問スポットとして提示する第２の提示手段を有することを特徴とする情
報処理装置として機能させるためのプログラム。
【請求項７】
　ユーザに対応するお勧めの訪問スポットを推奨訪問スポットとして提示可能で、前記ユ
ーザにより登録された画像である当該画像の撮影日時および撮影場所が記録された画像デ
ータを記憶する画像記憶手段およびユーザに対して推奨訪問スポットとして提示するため
の訪問先情報を記憶する訪問先情報記憶手段を有する情報処理装置で読み取り可能なプロ
グラムであって、
　前記情報処理装置を、
　前記ユーザから推奨訪問先情報を提示する地域の指定を受付ける地域受付手段と、
　前記地域受付手段により指定された地域に対応する画像データに記録された撮影日時お
よび撮影場所を取得する撮影状況取得手段と、
　前記撮影状況取得手段により取得した前記画像に記録された撮影場所を訪問済みのスポ
ットとし、前記訪問先情報記憶手段に記憶された訪問先情報のうち未訪問である訪問先情
報を特定する未訪問スポット特定手段と、
　前記未訪問スポット特定手段により未訪問であると特定された訪問スポットを、推奨訪
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問スポットとして提示する第１の提示手段を有し、
　前記推奨訪問先情報は、前記訪問スポットの推奨訪問時期に関する基準となる日時が含
まれるものであって、
　前記画像データに記録された撮影日時が前記推奨訪問時期に関する基準となる日時より
も前である場合には、推奨訪問スポットとして提示する第２の提示手段を有することを特
徴とする情報処理装置として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　撮影した画像データの情報から今後のお勧め訪問スポットを作成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが撮影した画像の位置情報を元に、過去に訪問した地域を判定し、その情報を元
に、未訪問のおすすめスポット情報を提供するシステムが知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、現在地から１０分で到着できる未訪問スポットＡ、２０分で
到着できる未訪問スポットＢといったように、この先現在地から所定の時間内でユーザの
現在の移動手段によりユーザが立ち寄ることが可能な箇所をお勧めの未訪問スポットとし
て示す技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１９６４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１で開示されている技術では、ユーザのこれからの訪問に適し
たスポットとして、ユーザの未訪問のスポットを提供するようになっている。これでは、
例えば、スポットＡの最大の売りが夏の花火であるような場合であっても、既に別の季節
に訪問済みであった場合、お勧めの訪問スポットとして提案されなくなってしまうという
問題点があった。
【０００６】
　また、既に訪問済みのスポットであっても、新たな施設が追加されるなどしてスポット
に変化があったような場合であっても、既に訪問済みであったら場合、お勧めの訪問スポ
ットとして提案されなくなってしまうという問題点があった。
【０００７】
　そこで本願発明では、過去に訪問済みであったとしても、ユーザにとって訪問すること
が有益と思われるスポットに関しては、お勧めスポットとして提案することが可能な仕組
みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　撮影された画像データを管理する電子アルバムが動作可能な情報処理装置において、ユ
ーザに対して訪問スポットとして提示するための訪問先情報を記憶する記憶手段と、前記
画像データから撮影日時および撮影場所を取得する撮影状況取得手段と、前記撮影状況取
得手段により取得した撮影場所を訪問済スポットとして登録する訪問済スポット登録手段
と、前記記憶手段に記憶され訪問先情報および訪問済スポットとから、未訪問な訪問スポ
ットを判定する未訪問スポット判定手段と、前記未訪問スポット判定手段により未訪問で
あると判定された訪問スポットを、お勧め訪問スポットとして地図上に提示する第１の提
示手段を有し、前記訪問先情報は、前記訪問スポットのお勧めの訪問時節に関するお勧め
時節情報が含まれるものであって、前記未訪問スポット判定手段により訪問済みであると
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判定された訪問スポットであっても、前記撮影状況取得手段により取得された撮影日時と
、前記お勧め時節情報含まれるお勧めの時節との関係から、お勧めスポットとして選定し
、地図上に提示する第２の提示手段を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、過去に訪問済みであったとしても、ユーザにとって訪問することが有
益と思われるスポットに関しては、お勧めスポットとして提案することが可能な仕組みを
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態におけるシステム構成図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるハードウェア構成図である。
【図３】本発明の実施の形態における機能構成の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態における電子アルバムの画面の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における画像リストの一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態におけるアルバム表示処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図７】本発明の実施の形態におけるお勧めスポット検索画面の一例を示すフローチャー
トである。
【図８】本発明の実施の形態における第１のお勧めスポット表示画面の一例を示す図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態における第１のお勧めスポット表示画面の一例を示す図であ
る。
【図１０】本発明の実施の形態におけるお勧めスポット提供処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【図１１】本発明の実施の形態におけるスポット情報の一例を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態における訪問済みスポット情報の一例を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態におけるお勧めスポットの詳細検索画面の一例を示す図で
ある。
【図１４】本発明の実施の形態における第２のお勧めスポット表示画面の一例を示す図で
ある。
【図１５】本発明の実施の形態における第２のお勧めスポット表示画面の一例を示す図で
ある。
【図１６】本発明の実施の形態におけるお勧めスポット提供処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【図１７】本発明の実施の形態におけるお勧めスポット詳細検索処理の一例を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態におけるシステム構成図である。
【００１３】
　画像処理サーバ１０１と、クライアント端末１０２とが、ネットワーク１０３を介して
通信可能に接続されている（情報処理システム）。
【００１４】
　画像処理サーバ（情報処理装置）は、クライアント端末から画像データを受け取り、画
像データに含まれる撮影時間情報・撮影場所情報などを用いて、管理している地図データ
と合成して、出力するサービス（電子アルバム）を提供する。
【００１５】
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　また、クライアント端末からお勧めの訪問スポットに関する検索を受付けると、登録さ
れている画像データとスポット情報から、未訪問のスポットを検索し、ユーザ端末へお勧
めスポットとして提案する。
【００１６】
　クライアント端末は、ユーザが操作する端末であって、デジタルカメラなどで撮影した
画像を、画像処理サーバへ送信し、画像処理サーバで合成された合成画像を取得する。
【００１７】
　また、お勧め訪問スポットの検索条件を入力したり、検索の結果から提案されるお勧め
スポットを表示したりする。
【００１８】
　ネットワーク１０３は、インターネットなどの通信回線である。
【００１９】
　図２は、本発明の実施の形態におけるハードウェア構成図である。
【００２０】
　このハードウェア構成図は、画像処理サーバのものであるが、クライアント端末にも適
用可能である。
【００２１】
　図２に示すように、画像処理サーバは、システムバス２０４を介してＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２０１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０３、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２、入力
コントローラ２０５、ビデオコントローラ２０６、メモリコントローラ２０７、通信Ｉ／
Ｆコントローラ２０８等が接続された構成を採る。
【００２２】
　ＣＰＵ２０１は、システムバス２０４に接続される各デバイスやコントローラを統括的
に制御する。
【００２３】
　ＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２１１には、ＣＰＵ２０１の制御プログラムであるＢ
ＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）やＯＳ（Ｏｐｅｒａｔ
ｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や、各サーバあるいは各ＰＣが実行する機能を実現するために必
要な後述する各種プログラム等が記憶されている。また、本発明を実施するために必要な
情報が記憶されている。なお外部メモリはデータベースであってもよい。
【００２４】
　ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。ＣＰＵ２
０１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２１
１からＲＡＭ２０３にロードし、ロードしたプログラムを実行することで各種動作を実現
する。
【００２５】
　また、入力コントローラ２０５は、キーボード（ＫＢ）２０９や不図示のマウス（等の
ポインティングデバイス等からの入力を制御する。
【００２６】
　ビデオコントローラ２０６は、ディスプレイ２１０等の表示器への表示を制御する。尚
、表示器は液晶ディスプレイ等の表示器でもよい。これらは、必要に応じて管理者が使用
する。
【００２７】
　メモリコントローラ２０７は、ブートプログラム、各種のアプリケーション、フォント
データ、ユーザファイル、編集ファイル、各種データ等を記憶する外部記憶装置（ハード
ディスク（ＨＤ））や、フレキシブルディスク（ＦＤ）、あるいは、ＰＣＭＣＩＡ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）カードスロットにアダプタを介して接続されるコンパクトフ
ラッシュ（登録商標）メモリ等の外部メモリ２１１へのアクセスを制御する。



(7) JP 5958026 B2 2016.7.27

10

20

30

40

50

【００２８】
　通信Ｉ／Ｆコントローラ２０８は、ネットワークを介して外部機器と接続・通信し、ネ
ットワークでの通信制御処理を実行する。例えば、ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用
いた通信等が可能である。
【００２９】
　尚、ＣＰＵ２０１は、例えばＲＡＭ２０３内の表示情報用領域へアウトラインフォント
の展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ディスプレイ２１０上に表示するこ
とが可能である。また、ＣＰＵ２０１は、ディスプレイ２１０上のマウスカーソル（図示
しない）等によるユーザ指示を可能とする。
【００３０】
　本発明を実現するための後述する各種プログラムは、外部メモリ２１１に記録されてお
り、必要に応じてＲＡＭ２０３にロードされることによりＣＰＵ２０１によって実行され
るものである。さらに、上記プログラムの実行時に用いられる定義ファイルおよび各種情
報テーブル等も、外部メモリ２１１に格納されており、これらについての詳細な説明につ
いても後述する。
【００３１】
　図３は、本発明の実施の形態における機能構成の一例を示す図である。
【００３２】
　情報処理システム３００は、画像処理サーバ３１０、クライアント端末３３０から構成
されている。
【００３３】
　画像処理サーバ３１０は、スポット情報３１１、訪問済スポット情報３１２、アルバム
管理部３１３、画像表示制御部３１４、お勧めスポット検索部３１５、および未訪問スポ
ット判定部３１６で構成されている。
【００３４】
　スポット情報３１１は、図１１にて詳細な説明をしているが、ユーザに対してお勧めの
スポットとして提案するスポットが記憶されている。
【００３５】
　訪問済スポット情報３１２には、図１２にて詳細な説明をしているが、ユーザがスポッ
ト情報に登録されているスポットを既に訪問済であるか否かを、未訪問スポット判定部に
よりユーザの画像リストを利用して判定されたものをし、管理されている。
【００３６】
　アルバム管理部３１３は、電子アルバムの実行を管理・制御するものである。図５に示
す画像リストもアルバム管理部３１３で管理される。
【００３７】
　画像表示制御部３１４では、アルバム管理部により表示すべきとされた画面をクライア
ント端末の画面に表示制御を行う。
【００３８】
　お勧めスポット検索部３１５では、ユーザからの検索要求に対応したお勧めスポットを
検索する。
【００３９】
　未訪問スポット判定部３１６では、訪問済スポット情報に登録する未訪問／訪問フラグ
を判定する。
【００４０】
　アルバム表示部３３１では、アルバム管理部３１３および画面表示制御部により表示制
御されるアルバムを表示する。
【００４１】
　検索条件入力部３３２では、検索画面を利用してお勧めスポットを提案して欲しい条件
の入力を行う。
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【００４２】
　なお、クライアント装置が画像処理サーバに備えられた各種テーブルを保持することに
より、クライアント装置だけで実現することも可能である。また、各種機能やテーブルは
、クライアント装置に備えられても画像処理サーバに備えられても自由に設計できるもの
であることは言うまでもない。
【００４３】
　図４は、本発明の実施の形態における電子アルバムの画面の一例を示す図である。
【００４４】
　電子アルバム４００は、クライアント端末１０２に、専用のアプリケーションまたはブ
ラウザなどにより、画像処理サーバ１０１から提供される情報が表示されるものである。
【００４５】
　地図情報４０１は、画像リストに登録されている画像が表示可能になっており、登録さ
れている画像により表示されるエリアや領域が変更されるものである。
【００４６】
　地図上には、「０１．ｊｐｇ」「０２．ｊｐｇ」・・・と画像がプロットされている。
これは画像が持つＧＰＳ情報から位置を特定することによりプロットされる。この時、画
像を表示してもファイル名を表示してもよい。
【００４７】
　お勧め訪問スポット検索４０２が押下されると、図７に示すお勧めスポット検索画面が
表示される。詳細については後述する。
【００４８】
　図５は、本発明の実施の形態における画像リストの一例を示す図である。
【００４９】
　ユーザ操作などによりクライアント端末から画像処理サーバに登録された画像から撮影
場所の位置情報や撮影日時などの撮影状況を取得したものをリスト化したものである。画
像ファイルは別途保存される。
【００５０】
　画像ＩＤ５０１は、画像に対して一意に付与されるＩＤである。ファイル名５０２は、
画像ファイルのファイル名であり、電子アルバム上に表示されることもある。
【００５１】
　ＧＰＳ情報は、画像データに付与されており、画像の撮影地点を示したものである。図
では、緯度と経度から構成されていることが分かる。
【００５２】
　住所は、ＧＰＳ情報５０３から特定される住所である。ＧＰＳ情報と対応しているもの
で、ＧＰＳと住所の対応表が別途存在するのであれば、画像リストに記憶しておかなくて
も構わないものである。
【００５３】
　訪問日時５０５は、画像が撮影された日時を示すものである。画像データから取得可能
な項目である。
【００５４】
　図６は、本発明の実施の形態におけるアルバム管理処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【００５５】
　クライアント端末から登録される画像から画像リスト作成し、電子アルバムに画像をプ
ロットして表示するフローである。
【００５６】
　ステップＳ６０１で、画像リストに登録されている画像を読み取る。次にステップＳ６
０２で、画像データに付加された撮影状況を取得する。撮影状況とは、具体的には撮影場
所を示すＧＰＳ情報や撮影日時を示す情報、ファイル名などである。
【００５７】
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　ステップＳ６０３では、読み取った画像を画像リストに登録し、ステップＳ６０４で、
画像を電子アルバムの地図上にＧＰＳ情報を元に対応する位置に表示し、処理を終了する
。表示される画像は、電子アルバムで設定されたものである。
【００５８】
　図７は、本発明の実施の形態におけるお勧めスポット検索画面の一例を示すフローチャ
ートである。
【００５９】
　図４のお勧め訪問スポット４０２が押下された場合に表示される。
【００６０】
　お勧めスポット検索画面７００では、お勧めスポットとして提案させたい地域を選択す
る。国内か海外を指定可能である。本実施例では、ラジオボタンでまず国内か海外かを選
択し、その後、プルダウンリストを使って地域を絞り込むようにしている。
【００６１】
　プルダウン画面７０１は、国内の都道府県を選択するフィールドである。プルダウン画
面７０２は、プルダウン画面７０１で選択された都道府県に対応した市区町村が選択でき
るようになっている。プルダウンにより選択するようにしてもよいし、直接入力を受付け
るようにしてもよい。
【００６２】
　プルダウン画面７０３および７０４に関しても同様で、海外の地域に関する指定を受付
ける場合に使用される。
【００６３】
　プルダウン画面７０５はお勧めスポットとして選択する範囲を指定する。例えば、ここ
で、「１０」が選択された場合、選択した地域から半径１０ｋｍをお勧めスポットとして
選定されることになる。
【００６４】
　詳細７０６が押下されると、図１３に示す詳細検索画面が表示される。詳細については
後述する。検索７０７が押下されるとお勧めスポット表示画面が表示され、キャンセル７
０８が押下されると処理を終了する。
【００６５】
　図８は、本発明の実施の形態における第１のお勧めスポット表示画面の一例を示す図で
ある。
【００６６】
　お勧めスポット表示画面８００は、お勧めスポット検索画面７００において、「東京都
千代田区」が選択された場合に検索され提案されるお勧めスポットを示す図である。地図
＿８０１上東京ドームの所在値を指しているコメント欄８０２に「東京ドームがお勧め」
と表示されていることがわかる。
【００６７】
　図９は、本発明の実施の形態における第１のお勧めスポット表示画面の一例を示す図で
ある。
【００６８】
　この例では、お勧めスポット検索画面７００において、「静岡県静岡市」が選択された
場合に検索され提案されるお勧めスポットを示す図である。地図＿９０１の位置はどこも
指定されずに、コメント欄９０２で「指定された方面のお勧めスポットはありません。」
と表示されている。
【００６９】
　お勧めスポットは、指定を受付けた地域に関連して、お勧めスポットとして画像管理サ
ーバ側に備えられているスポット情報と、クライアント端末から登録された画像リストに
登録された画像とから、訪問済みにスポットはお勧めスポットとして表示されないように
なっている。詳細について図１０を用いて説明する。
【００７０】
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　図１０は、本発明の実施の形態におけるお勧めスポット提供処理の一例を示すフローチ
ャートである。
【００７１】
　お勧めスポット検索画面７００において、検索７０７が押下された場合の処理が開始さ
れる。
【００７２】
　ステップＳ１００１では、指定された地域を取得する。次にステップＳ１００２にてス
ポット情報に、指定された地域に関するスポットが存在するかを確認する。
【００７３】
　スポット情報に指定された地域が存在しなければ処理を終了し、指定された地域が存在
する場合はステップＳ１００３に進み、訪問済スポット情報を参照する。
【００７４】
　ここで、図１１、図１２を用いて、スポット情報および訪問済みスポット情報について
説明する。
【００７５】
　図１１は、本発明の実施の形態におけるスポット情報の一例を示す図である。
【００７６】
　画像処理サーバの管理者が登録してもよいし、複数のユーザから書込み可能なように管
理されているものでもよい。内容は、お勧めのスポットとして登録されているスポットに
関するものが登録されている。
【００７７】
　スポットＩＤ１１０１は、登録されているスポットに対して一意に振られているＩＤの
ことである。
【００７８】
　スポット名称１１０２はスポットＩＤ１１０１に対応するもので、スポットの名称が登
録されている。お勧めスポット表示画面などで表示される際には、このスポット名称が利
用される。
【００７９】
　所在値１１０３は、スポットの住所に関する情報が登録されており、検索画面７００で
範囲が指定された場合に利用される。
【００８０】
　時節１１０４は、スポットに対するお勧めの季節や基準日に関する時節情報が登録され
ている。例えばスポットＩＤ１には「秋（景色がお勧め）」と登録されているので、訪問
済スポットであっても秋に訪問したことがなければお勧めスポットとして提案することが
可能となる。
【００８１】
　また、スポットＩＤ４には「２０１２年５月２２日（スカイツリーオープン）」と登録
されているので、訪問済スポットであっても、２０１２年５月２２日以降に訪問したこと
がなければお勧めスポットとして提案することが可能となる。
【００８２】
　また、付図示の「お勧め」または「お勧めでない」フラグを設定しておくことで、「お
勧めでない」時節に対しては、未訪問でもお勧めスポットとして提案しないようにするこ
とも可能である。
【００８３】
　例えば、冬はあまりにも寒すぎて訪問するには適さない場合や、２０１２年６月３０日
をもって、ランドマークが取り壊されて無くなってしまうような場合に有効である。
【００８４】
　図１２は、本発明の実施の形態における訪問済スポット情報の一例を示す図である。
【００８５】
　訪問済スポット情報は、画像リストとスポット情報との関係に応じて作成されるもので
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ある。スポットＩＤ１２０１、スポット名称１２０２、および所在地１２０３については
、図１１に示すスポット情報と同様であるので説明を省略する。
【００８６】
　訪問１２０４は対応するスポットに既に訪問したことがあるかどうかが記録される。画
像ＩＤ１２０５には、訪問済みと判定する元となった画像の画像ＩＤが記録されている。
例えば、スポットＩＤ１の静岡国立自然公園は、画像リストの画像ＩＤ４で既に訪問済で
あると判定されるものである。
【００８７】
　同様に、スポットＩＤ３の東京ドームは、画像リストに存在していないので、未訪問と
判定されている。画像リストと訪問済スポット情報はユーザごとに作成されるものとする
。
【００８８】
　図１０の説明に戻る。ステップＳ１００４では、指定された地域に存在するスポットが
、未訪問か否かを判定する。判定には、訪問済情報を用いる。判定の結果、未訪問でなか
った、即ち訪問済であった場合は処理を終了し、未訪問であった場合は、ステップＳ１１
０５に進む。
【００８９】
　ステップＳ１００５では、選定されたスポットを地図上にプロットすることでお勧めス
ポットとして提案する。なお、ここで地図上にプロットするか否かは任意であり、お勧め
スポットを文字情報だけで表示するようにしても本発明の目的は達成できるものである。
【００９０】
　図１３は、本発明の実施の形態におけるお勧めスポットの詳細検索画面の一例を示す図
である。
【００９１】
　お勧めスポット検索画面７００で、詳細７０６が押下された場合に表示される画面であ
る。
【００９２】
　お勧めスポット検索（詳細設定）画面１３００では、お勧めスポット検索の検索に関す
る詳細設定（オプション指定）が可能である。
【００９３】
　オプション条件１３０１には、季節１３０２、基準日１３０３、およびその他１３０４
が指定可能である。
【００９４】
　季節１３０２および基準日１３０３は時節に関連する情報で、おすすめスポットに季節
や基準日に関する時節情報を考慮して提案して欲しい場合に指定する。
【００９５】
　メインメニュー１３０５が押下されると、設定を保存してお勧めスポット検索画面７０
０に戻り、キャンセル１３０６が押下されると設定が保存されずにお勧めスポット検索画
面７００に戻る。
【００９６】
　図１４は、本発明の実施の形態における第２のお勧めスポット表示画面の一例を示す図
である。
【００９７】
　お勧めスポット表示画面（時節）１４００は、検索のオプション条件で「季節」が指定
され、地域で「静岡県静岡市」が指定された場合に表示されるものである。
【００９８】
　訪問済スポット情報では、スポットＩＤ１で「静岡県静岡市」は「訪問済」となってい
るが、スポット情報のスポットＩＤ１で、時節で「秋」がお勧めとなっている。オプショ
ン条件で「季節」が設定されているため、今回は、訪問済である「国立自然公園」がお勧
めスポットとして提案される。
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【００９９】
　図１５は、本発明の実施の形態における第２のお勧めスポット表示画面の一例を示す図
である。
【０１００】
　お勧めスポット表示画面（時節）１５００は、検索のオプション条件で「基準日」が指
定され、地域で「東京都文京区」、範囲「１０ｋｍ」が指定されて場合に表示されるもの
である。
【０１０１】
　範囲「１０ｋｍ」となっているので、スポット情報からは、スポットＩＤ２の「東京ド
ーム」とスポットＩＤ３の「京成押上駅」が候補となる。訪問済スポット情報で、スポッ
トＩＤ３の「京成押上駅」は「訪問済」となっているが、スポットＩＤ３で、時節で「２
０１２年５月２２日以降」がお勧めとなっている。オプション条件で「基準日」が指定さ
れているため、今回は、訪問済である「京成押上駅」がお勧めスポットとして提案される
。
【０１０２】
　基準日とは、ある日以降にお勧めになる場合や、ある日以降はお勧めで無くなるような
場合に、スポット情報に追加される基準日（日付情報）のことである。
【０１０３】
　図１６は、本発明の実施の形態におけるお勧めスポット提供処理の一例を示すフローチ
ャートである。
【０１０４】
　本フローチャートは、お勧め検索画面７００でオプションの指定がされていた場合に実
行される処理であり、ステップＳ１６０１～ステップＳ１６０５の処理は、図１０に示す
処理と同様であるので、処理がことなる部分について説明する。
【０１０５】
　ステップＳ１６０４で、指定された地域に存在するスポットが、未訪問か否かを判定す
る。判定には、訪問済情報を用いる。未訪問であった場合は、ステップＳ１６０５に進み
選定されたスポットを地図上にプロットすることでお勧めスポットとして提案する。
【０１０６】
　一方、判定の結果、未訪問でなかった、即ち訪問済であった場合はステップＳ１６０６
に進みオプション処理を実行する。具体的には、指定されたオプション条件に合致するお
勧めスポットが有るか否かの判定を行うものであるが、処理は図１７にて後述する。
【０１０７】
　ステップＳ１６０７で、オプション処理の結果お勧めスポットが存在すると判定された
場合、選定されたスポットを地図上にプロットすることで第２のお勧めスポットとして提
案し処理を終了する。
【０１０８】
　図１７は、本発明の実施の形態におけるお勧めスポットオプション検索処理の一例を示
すフローチャートである。
【０１０９】
　ステップＳ１７０１では、オプション条件１３０１で指定されたオプション条件を取得
する。
【０１１０】
　ステップＳ１７０２では、オプションで指定された時節条件についての判定を行い、季
節であった場合には、ステップＳ１７０４に進み、基準日であった場合には、ステップＳ
１７０３に進む。
【０１１１】
　ステップＳ１７０３では、訪問済のスポットに対して、基準日となる日付以降がお勧め
スポットであった場合、ステップＳ１７０５に進む、一方、訪問後基準日に関する情報が
追加されていないような場合は処理を終了する。
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【０１１２】
　ステップＳ１７０４では、訪問済であっても、行ったことのない季節が、時節情報に登
録されているか否かを判定し、登録されている場合はステップＳ１７０５に進む。登録さ
れていない場合は処理を終了する。
【０１１３】
　ステップＳ１７０５では、選択されたスポットをお勧めスポットとして選定し、処理を
終了し、ステップＳ１６０７の処理に戻る。
【０１１４】
　なお、上述した各種データの構成及びその内容はこれに限定されるものではなく、用途
や目的に応じて、様々な構成や内容で構成されることは言うまでもない。
【０１１５】
　また、本発明におけるプログラムは、各フローチャートの処理方法をコンピュータが実
行可能なプログラムであり、本発明の記憶媒体は各フローチャートの処理方法をコンピュ
ータが実行可能なプログラムが記憶されている。
【０１１６】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するプログラムを記録した記録媒体を、
システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰ
ＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムを読出し実行することによっても、本発
明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０１１７】
　この場合、記録媒体から読み出されたプログラム自体が本発明の新規な機能を実現する
ことになり、そのプログラムを記憶した記録媒体は本発明を構成することになる。
【０１１８】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、シリコンディスク、ソリ
ッドステートドライブ等を用いることができる。
【０１１９】
　また、コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより、前述した実施形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼働
しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもな
い。
【０１２０】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１２１】
　さらに、本発明を達成するためのプログラムをネットワーク上のサーバ、データベース
等から通信プログラムによりダウンロードして読み出すことによって、そのシステムある
いは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。
【０１２２】
　なお、上述した各実施形態およびその変形例を組み合わせた構成も全て本発明に含まれ
るものである。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０１　画像処理サーバ
　１０２　クライアント端末
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【図１３】 【図１４】
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